
 
 

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業 

に関する調査特別委員会の設置について 

 
 

 令和３年相模原市議会定例会３月定例会議第１０日（３月２４日開催）

において、「議提議案第４号 特別委員会の設置について（麻溝台・新磯

野第一整備地区土地区画整理事業に関する調査特別委員会）」が賛成総員

により修正可決されました。本議案の議決後、当該特別委員会委員の選

任がなされました。 

設置された特別委員会の内容と委員構成は別添のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問合わせ先 
議会局議事課 
０４２（７６９）８２７８ 

 

令和３年３月２４日 
相 模 原 市 発 表 資 料 



麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する調査特別委員会 

 
本議会に、相模原市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。 
 

１ 名称 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する調査特別委員会 
 
２ 調査事項 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の決定経過及び進捗に係る全容解明、

議会への説明・答弁の真偽、責任の所在について 
 
３ 調査権限 地方自治法第１００条第１項及び同法第９８条第１項の権限を上記特別委員会に委任

する。 
 
４ 委員の定数 ９名 
 
５ 調査の期限 調査事項の調査終了まで（令和３年１２月末日を目途とする。） 
 
６ 調査経費 本調査に要する経費は１００万円以内とし、追加の必要が生じた場合には、改めて協

議する。 
 
 
令和３年３月２４日設置 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和３年３月２４日選任

羽 生 田 学

渡 部 俊 明

長 谷 川 く み 子

鈴 木 秀 成

南 波 秀 樹

○ 古 内 明

△ 金 子 豊 貴 男

大 崎 秀 治

小 野 沢 耕 一

○　委員長　 △　副委員長

麻溝台・新磯野第一整備地区
土地区画整理事業に関する調査特別委員会


